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特任教員給与規程

2010年 3月 10日 1可定

(日 n9)

第1彙 この規組は、学校法人大阪経済大学の特任教員の給与に関する事項を定める。

(賃金緯r72)

第 2条 賃金のlltl成は、聾4E給、増加担当手当、夜間勤務手当、大学院担当手当、北浜キャンパス担当手

当、扶髪手当、住宅手当、通勤手当とする。

(基本給)

第3栄 基本綸は、7Jf任教員の給与体系よのそれぞれの最高月額の2分の 1と し、冊別の屈用契約薔で定

める。

(増加担当手当)

第4条 増加担当手当は、 1週 4コ マを超えて授業を担当する場合に、 1涸 1コ マ当たり月額 12、 00o円 と

する。

(夜間勤務手当)

第5条 夜間勤務T‐ 当は、次のとおりとする。

(1)6時限 1週 1コ マ当たり月額61000‖

{2)7喫「限 1週 1コ マ当たり月額81000円

(大学院担当手url)

第6条 大学1院 ltl当 手当は、 1週 1コ マ当たり月額12,000円 とする。

(北浜キヤンパス担当手当)

第7条 北浜キャンバス担当手当は、 1週 Lコ マ当たり月/i■ 01000円 とし、北浜社会人大学1院および北浜

イブニングスクールの授業を担当する教員に支給する。

(扶換手当)

第8条 扶養手当は、次に掲げる者で特イエ教員と生粋卜を―にし、主としてその特任教員の扶装を受けてい

る者がいる場合に支給する。ただし、 職 任教員A」 に|ま支給しない。

(1)配伸1者 椰実上婚姻関係にある者を含む。)

(2)満 18才未fbllの子および孫

(3)満 60才以上の父母およびIIl父母 (養
‐
r―の場合は養父母およびその両親にll■る。)

(4)渤 18才未満の弟妹

(5)2親等以内の観族で廓度陣嘗者

(6)上記(1)～ 14)に該当する者で、 1年を通じ年金 '思給・選族扶UJJ料・雁用保険 ,資産Frr得 また

は事業所得等がある場合は、モの合繊[年額が130万 円未満であること。ただし、60才以上の老年4ilで

ある場合または厚生年金法による障害年金の受綸要件に該当する魯度のllll答である場合は、年額180

万円未満であること。

(7)満 18才以上、満24才未満の子、孫または弟妹で学校教育法に規定する学校に在学する者.ただ

し、その旨の事業を証llJlす る轡類を得年4,1木 日までに提出した者に限る。

(8)外国の法により投世された学校であっても日本国内における各種学校もしくは予‖‖校に相当する

学校に在学しているJ調 合は、支給認定の対叙外とする。

2 扶撻手当の月獣は、次のとおりとする.
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(1)前項卿 号に餞当する場合    18,000円

(2)前項第2号から第5号絞当する場合 91000円

喩 宅手当)

第9条 住宅手当は、次のとおりとする。ただし、「特任教員A」 に1ま支給しない。

11)llL柑 主 (独立生計を営むllL帯の長をいう。)

月額 211000円

(2) ソト111ド主

月額 15,0001■

(皿 lVJ手 当)

第10条 運動手当は、経済的かつ合理由0な経路で算出した3カ月定期運賃相当額とする。ただし、上限は

月額5万 円とする。

(資金の締切日および支払日)

節‖条 父金lrt、 毎月 1日 から末目までの分を原Iりとして当月の20日 に文給する.ただし、支給日力t銀行

休業国に当たるときは、その前日に繰り上げて支給することがある。

“

Q金の控除)

第12条 賃金の支払いに際して、所得税など法令に定められた金額を控除する。

(jUI未 手当)

第13条 知大手当は、基本綸の3カ 月分とする。

(退職給r・
7‐
・)

第14条 退職総与は、次のとおりとする。

(1) 聯 任教員AJには支給しない.

(2) 「恰任教員B」 の退lllA給 与額|ま、過職要因により、遇lllAの 日における基本綸月額に在朧lul間に応

ずる下表の丈給率を乗じて得た額とする。ただし、督任教員就率規則l卸 ‖条第 1号から第5号に餃

当する場合|ま支給しない。

(単イ立lヵ 月)

(改廃)

第15栄  この規程の改鹿は、理事会が行う。

囮006/008
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退職要因

勁統年数
自己都合 法人部合

1年

2年

3年

4年

5年

6年 3_84
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Fl・l則

1 この規程|ま 2010年 3月 10日 に‖判定し、国年4月 1日 から施行する.

なお、この規則の施行に伴い、「特任教員の任用に関する規経施行細則Jを出止する.

□007/008
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